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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 8月 31日 (2007.8.31)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
送 信 機 受 信 機

、 送 信 機 が 受 信 機
受 信 有 効 期 間

受 信 機
こ と を 特 徴 と す る コ ン テ ン ツ 配 信 管 理 。

【 請 求 項 ２ 】
各 受 信 機 に は 、 固 有 の 識 別 が 割 り 当 て ら れ て お り 、

送 信 機 許 可 受 信 機 の 識 別 を

前 記 受 信 有 効 期 間 識 別
を 抹 消 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の コ ン テ ン ツ 配 信 管 理 。

【 請 求 項 ３ 】

【 請 求 項 ４ 】

が コ ン テ ン ツ を 複 数 の に 配 信 す る 場 合 の コ ン テ ン ツ の 配 信 を 管 理 す る 装 置 で
あ っ て 前 記 配 信 す る コ ン テ ン ツ の 共 有 を 許 可 さ れ た 前 記 が 前 記 コ ン テ ン
ツ を 受 信 す る こ と が で き る 時 間 の 上 限 で あ る を 保 持 手 段 に 設 定 す る 設 定 手 段
と 、 前 記 送 信 機 か ら の コ ン テ ン ツ の 配 信 の 状 況 に 基 づ い て 、 コ ン テ ン ツ の 共 有 を 許 可 さ れ
た 全 部 の 前 記 に つ い て 、 前 記 コ ン テ ン ツ を 受 信 す る こ と が で き る 時 間 を 管 理 す る 管
理 手 段 と を 備 え る 装 置

前 記 子 前 記 コ ン テ ン ツ 配 信 管 理 装 置 は
、 更 に 、 前 記 が 配 信 す る コ ン テ ン ツ の 共 有 を さ れ た 前 記 子 前 記
保 持 手 段 に 格 納 す る 登 録 手 段 を 備 え 、 前 記 設 定 手 段 は 、 前 記 登 録 手 段 が 前 記 受 信 機 の 識 別
子 を 前 記 保 持 手 段 に 格 納 し た 場 合 、 前 記 受 信 有 効 期 間 を 前 記 保 持 手 段 に 設 定 し 、 前 記 管 理
手 段 は 、 前 記 受 信 有 効 期 間 が 前 記 保 持 手 段 に 設 定 さ れ た 後 に 、 前 記 送 信 機 が 配 信 す る コ ン
テ ン ツ の 配 信 時 間 が に 達 し た 場 合 、 前 記 保 持 手 段 に 登 録 さ れ て い る
子 装 置

前 記 配 信 時 間 は 前 記 送 信 機 が コ ン テ ン ツ を 配 信 す る 実 時 間 で あ っ て 、 前 記 管 理 手 段 は 、 前
記 送 信 機 が コ ン テ ン ツ を 配 信 す る 実 時 間 を 、 前 記 受 信 機 が 前 記 コ ン テ ン ツ を 受 信 す る こ と
が で き る 時 間 か ら 減 少 さ せ る 請 求 項 １ 記 載 の コ ン テ ン ツ 配 信 管 理 装 置 。

前 記 配 信 時 間 は 前 記 送 信 機 か ら 配 信 さ れ る コ ン テ ン ツ の 再 生 時 間 で あ っ て 、 前 記 管 理 手 段



配 信 コ ン テ ン ツ の 時 間 を
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ の コ ン テ ン ツ 配

信 管 理 。
【 請 求 項 ５ 】

送 信 機 コ ン テ ン ツ 暗 号 化 配 信 、
所 定 の を 満 た 受 信 機

暗 号 化 さ れ た
コ ン テ ン ツ を 復 号 す る 必 要 な 情 報 を
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の コ ン テ ン ツ 配 信 管 理 。

【 請 求 項 ６ 】

【 請 求 項 ７ 】

【 請 求 項 ８ 】

【 請 求 項 ９ 】

【 請 求 項 １ ０ 】

【 請 求 項 １ １ 】
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は 、 前 記 送 信 機 か ら さ れ る 再 生 、 前 記 受 信 機 が 前 記 コ ン テ ン ツ を
受 信 す る こ と が で き る 時 間 か ら 減 少 さ せ る 記 載

装 置

前 記 は 、 を し て し 前 記 コ ン テ ン ツ の 共 有 を 許 可 さ れ た 前 記
受 信 機 は 、 前 記 送 信 機 に 対 す る 接 続 状 態 が 関 係 す で あ っ て 、 前 記 設 定
手 段 は 、 前 記 送 信 機 に 対 す る 接 続 状 態 が 所 定 の 関 係 を 満 た す 受 信 機 の 識 別 子 を 前 記 保 持 手
段 に 設 定 し 、 前 記 送 信 機 は 、 前 記 識 別 子 が 前 記 保 持 手 段 に 設 定 さ れ た 後 に 、
前 記 た め に 、 前 記 識 別 子 に 対 応 す る 前 記 受 信 機 に 送 信
す る １ 装 置

送 信 機 が コ ン テ ン ツ を 一 つ 又 は 複 数 の 受 信 機 に 配 信 す る 場 合 の コ ン テ ン ツ の 配 信 を 管 理 す
る 装 置 で あ っ て 、 各 前 記 受 信 機 に は 、 固 有 の 識 別 子 が 割 り 当 て ら れ て お り 、 前 記 装 置 は 、
前 記 送 信 機 が 有 す る コ ン テ ン ツ の 共 有 を 許 可 さ れ た 前 記 受 信 機 の 識 別 子 を 保 持 手 段 に 格 納
す る 登 録 手 段 と 、 前 記 登 録 手 段 が 前 記 受 信 機 の 識 別 子 を 前 記 保 持 手 段 に 格 納 し た 場 合 、 前
記 受 信 機 が 前 記 コ ン テ ン ツ を 受 信 す る こ と が で き る 時 間 の 上 限 で あ る 受 信 有 効 期 間 を 前 記
保 持 手 段 に 設 定 す る 設 定 手 段 と 、 前 記 受 信 有 効 期 間 が 前 記 保 持 手 段 に 設 定 さ れ た 後 に 、 前
記 送 信 機 が 配 信 す る コ ン テ ン ツ の 配 信 時 間 が 前 記 受 信 有 効 期 間 に 達 し た 場 合 、 前 記 保 持 手
段 に 登 録 さ れ て い る 識 別 子 を 抹 消 す る 管 理 手 段 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る コ ン テ ン ツ 配
信 管 理 装 置 。

前 記 配 信 時 間 は 前 記 送 信 機 が コ ン テ ン ツ を 配 信 す る 実 時 間 で あ っ て 、 前 記 管 理 手 段 は 、 前
記 送 信 機 が コ ン テ ン ツ を 配 信 す る 実 時 間 を 、 前 記 受 信 機 が 前 記 コ ン テ ン ツ を 受 信 す る こ と
が で き る 時 間 か ら 減 少 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ 記 載 の コ ン テ ン ツ 配 信 管 理 装 置 。

前 記 配 信 時 間 は 前 記 送 信 機 か ら 配 信 さ れ る コ ン テ ン ツ の 再 生 時 間 で あ っ て 、 前 記 管 理 手 段
は 、 前 記 送 信 機 か ら 配 信 さ れ る コ ン テ ン ツ の 再 生 時 間 を 、 前 記 受 信 機 が 前 記 コ ン テ ン ツ を
受 信 す る こ と が で き る 時 間 か ら 減 少 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ 記 載 の コ ン テ ン ツ 配
信 管 理 装 置 。

前 記 送 信 機 は 、 コ ン テ ン ツ を 暗 号 化 し て 配 信 し 、 前 記 コ ン テ ン ツ の 共 有 を 許 可 さ れ た 前 記
受 信 機 は 、 前 記 送 信 機 に 対 す る 接 続 状 態 が 所 定 の 関 係 を 満 た す 受 信 機 で あ っ て 、 前 記 設 定
手 段 は 、 前 記 送 信 機 に 対 す る 接 続 状 態 が 所 定 の 関 係 を 満 た す 受 信 機 の 識 別 子 を 前 記 保 持 手
段 に 設 定 し 、 前 記 送 信 機 は 、 前 記 識 別 子 が 前 記 保 持 手 段 に 設 定 さ れ た 後 に 、 暗 号 化 さ れ た
前 記 コ ン テ ン ツ を 復 号 す る た め に 必 要 な 情 報 を 、 前 記 識 別 子 に 対 応 す る 前 記 受 信 機 に 送 信
す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ 記 載 の コ ン テ ン ツ 配 信 管 理 装 置 。

送 信 機 が コ ン テ ン ツ を 複 数 の 受 信 機 に 配 信 す る 場 合 の コ ン テ ン ツ の 配 信 を 管 理 す る 方 法 で
あ っ て 、 前 記 送 信 機 が 配 信 す る コ ン テ ン ツ の 共 有 を 許 可 さ れ た 前 記 受 信 機 が 前 記 コ ン テ ン
ツ を 受 信 す る こ と が で き る 時 間 の 上 限 で あ る 受 信 有 効 期 間 を 保 持 手 段 に 設 定 す る 設 定 ス テ
ッ プ と 、 前 記 送 信 機 か ら の コ ン テ ン ツ の 配 信 の 状 況 に 基 づ い て 、 コ ン テ ン ツ の 共 有 を 許 可
さ れ た 全 部 の 前 記 受 信 機 に つ い て 、 前 記 コ ン テ ン ツ を 受 信 す る こ と が で き る 時 間 を 管 理 す
る 管 理 ス テ ッ プ と を 含 む こ と を 特 徴 と す る コ ン テ ン ツ 配 信 管 理 方 法 。

送 信 機 が コ ン テ ン ツ を 一 つ 又 は 複 数 の 受 信 機 に 配 信 す る 場 合 の コ ン テ ン ツ の 配 信 を 管 理 す
る 方 法 で あ っ て 、 各 前 記 受 信 機 に は 、 固 有 の 識 別 子 が 割 り 当 て ら れ て お り 、 前 記 方 法 は 、
前 記 送 信 機 が 有 す る コ ン テ ン ツ の 共 有 を 許 可 さ れ た 前 記 受 信 機 の 識 別 子 を 保 持 手 段 に 格 納
す る 登 録 ス テ ッ プ と 、 前 記 登 録 ス テ ッ プ に お い て 前 記 受 信 機 の 識 別 子 を 前 記 保 持 手 段 に 格
納 し た 場 合 、 前 記 受 信 機 が 前 記 コ ン テ ン ツ を 受 信 す る こ と が で き る 時 間 の 上 限 で あ る 受 信
有 効 期 間 を 前 記 保 持 手 段 に 設 定 す る 設 定 ス テ ッ プ と 、 前 記 受 信 有 効 期 間 が 前 記 保 持 手 段 に



【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 発 明 の 名 称
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 発 明 の 名 称 】 コ ン テ ン ツ 配 信 管 理 装 置 及 び コ ン テ ン ツ 配 信 管 理 方 法
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 前 述 の 目 的 を 達 成 す る た め に 、 本 発 明 コ ン テ ン ツ 配 信 管 理 は 、 送 信 機

受 信 機 、 送 信
機 が 受 信 機

受 信 有 効 期 間
受 信

機
。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 ま た 、 本 発 明 コ ン テ ン ツ 配 信 管 理 は 、

。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 ま た 、 本 発 明 の コ ン テ ン ツ 配 信 管 理 方 法 は 、 送 信 機 が コ ン テ ン ツ を 複 数 の 受 信 機 に 配 信
す る 場 合 の コ ン テ ン ツ の 配 信 を 管
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設 定 さ れ た 後 に 、 前 記 送 信 機 が 配 信 す る コ ン テ ン ツ の 配 信 時 間 が 前 記 受 信 有 効 期 間 に 達 し
た 場 合 、 前 記 保 持 手 段 に 登 録 さ れ て い る 識 別 子 を 抹 消 す る 管 理 ス テ ッ プ と を 含 む こ と を 特
徴 と す る コ ン テ ン ツ 配 信 管 理 方 法 。

の 装 置 が コ ン テ ン
ツ を 複 数 の に 配 信 す る 場 合 の コ ン テ ン ツ の 配 信 を 管 理 す る 装 置 で あ っ て 前 記

配 信 す る コ ン テ ン ツ の 共 有 を 許 可 さ れ た 前 記 が 前 記 コ ン テ ン ツ を 受 信 す る こ と
が で き る 時 間 の 上 限 で あ る を 保 持 手 段 に 設 定 す る 設 定 手 段 と 、 前 記 送 信 機 か
ら の コ ン テ ン ツ の 配 信 の 状 況 に 基 づ い て 、 コ ン テ ン ツ の 共 有 を 許 可 さ れ た 全 部 の 前 記

に つ い て 、 前 記 コ ン テ ン ツ を 受 信 す る こ と が で き る 時 間 を 管 理 す る 管 理 手 段 と を 備 え る

の 装 置 送 信 機 が コ ン テ ン ツ を 一 つ 又 は 複 数 の 受 信
機 に 配 信 す る 場 合 の コ ン テ ン ツ の 配 信 を 管 理 す る 装 置 で あ っ て 、 各 前 記 受 信 機 に は 、 固 有
の 識 別 子 が 割 り 当 て ら れ て お り 、 前 記 装 置 は 、 前 記 送 信 機 が 有 す る コ ン テ ン ツ の 共 有 を 許
可 さ れ た 前 記 受 信 機 の 識 別 子 を 保 持 手 段 に 格 納 す る 登 録 手 段 と 、 前 記 登 録 手 段 が 前 記 受 信
機 の 識 別 子 を 前 記 保 持 手 段 に 格 納 し た 場 合 、 前 記 受 信 機 が 前 記 コ ン テ ン ツ を 受 信 す る こ と
が で き る 時 間 の 上 限 で あ る 受 信 有 効 期 間 を 前 記 保 持 手 段 に 設 定 す る 設 定 手 段 と 、 前 記 受 信
有 効 期 間 が 前 記 保 持 手 段 に 設 定 さ れ た 後 に 、 前 記 送 信 機 が 配 信 す る コ ン テ ン ツ の 配 信 時 間
が 前 記 受 信 有 効 期 間 に 達 し た 場 合 、 前 記 保 持 手 段 に 登 録 さ れ て い る 識 別 子 を 抹 消 す る 管 理
手 段 と を 備 え て も 構 わ な い

理 す る 方 法 で あ っ て 、 前 記 送 信 機 が 配 信 す る コ ン テ ン ツ
の 共 有 を 許 可 さ れ た 前 記 受 信 機 が 前 記 コ ン テ ン ツ を 受 信 す る こ と が で き る 時 間 の 上 限 で あ
る 受 信 有 効 期 間 を 保 持 手 段 に 設 定 す る 設 定 ス テ ッ プ と 、 前 記 送 信 機 か ら の コ ン テ ン ツ の 配
信 の 状 況 に 基 づ い て 、 コ ン テ ン ツ の 共 有 を 許 可 さ れ た 全 部 の 前 記 受 信 機 に つ い て 、 前 記 コ
ン テ ン ツ を 受 信 す る こ と が で き る 時 間 を 管 理 す る 管 理 ス テ ッ プ と を 含 む こ と と し て も 構 わ
な い 。



【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 ま た 、 本 発 明 の コ ン テ ン ツ 配 信 管 理 方 法 は 、 送 信 機 が コ ン テ ン ツ を 一 つ 又 は 複 数 の 受 信
機 に 配 信 す る 場 合 の コ ン テ ン ツ の

【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ １ 】
　

　 本 発 明 の コ ン テ ン ツ 配 信 管 理 で は 、 送 信 機 は 、 個 々 の 受 信 機 へ の 配 信 状 況 を 個 別 に
意 識 す る こ と な く 一 括 で コ ン テ ン ツ 配 信 状 況 を 管 理 す れ ば よ い た め 管 理 が 容 易 で あ り 、 同
時 に 、 確 実 に 、 無 制 限 な コ ン テ ン ツ の 共 有 を 防 止 す る こ と が で き る 。 ま た 、 登 録 状 態 に あ
る 受 信 機 に 対 し て は 、 時 間 を 要 す る 接 続 状 態 に 関 す る 判 定 処 理 を 免 除 す る こ と に よ り 、 コ
ン テ ン ツ の セ キ ュ リ テ ィ 保 護 と 受 信 機 に 対 す る 許 可 判 定 処 理 の 負 荷 の 軽 減 を 両 立 さ せ る 。
ま た 、 受 信 有 効 時 間 を 計 測 す
る カ ウ ン タ ー 送 信 機 が コ ン テ ン ツ を 配 信 し た 時 間 の み を 対 象 と し 計
測 さ れ る の で 、 受 信 機 が 許 可 さ れ た 後 、 途 中 で 視 聴 中 断 を や
む な く さ れ た 場 合 （ 不 意 の 来 客 な ど ） の ブ ラ ン ク 時 間 も 消 費 さ れ ず 、 再 度 送 信 機 か ら 許 可
を も ら う 処 理 頻 度 を 軽 減 す る と い う 効 果 が 得 ら れ る 。
【 手 続 補 正 ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ３ 】
　 ま た 、 受 信 有 効 時 間 受 信 機 毎 に カ ウ ン
タ ー 管 理 し 、 各 受 信 機 を 登 録 し た 時 点 で 個 別 に 所 定 値 に 初 期 化 す る こ と
に よ り 、 当 該 受 信 機 が 登 録 さ れ る 前 の 他 の 受 信 機 へ の 配 信 状 況 に 影 響 を 受 け る な ど し て

動 的 に 短 く 設 定 さ れ る こ と が な く 、 送 信 機 か ら 許 可 を も ら う 処 理 頻 度
を 軽 減 す る と い う 効 果 が 得 ら れ る 。
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配 信 を 管 理 す る 方 法 で あ っ て 、 各 前 記 受 信 機 に は 、 固 有
の 識 別 子 が 割 り 当 て ら れ て お り 、 前 記 方 法 は 、
前 記 送 信 機 が 有 す る コ ン テ ン ツ の 共 有 を 許 可 さ れ た 前 記 受 信 機 の 識 別 子 を 保 持 手 段 に 格 納
す る 登 録 ス テ ッ プ と 、 前 記 登 録 ス テ ッ プ に お い て 前 記 受 信 機 の 識 別 子 を 前 記 保 持 手 段 に 格
納 し た 場 合 、 前 記 受 信 機 が 前 記 コ ン テ ン ツ を 受 信 す る こ と が で き る 時 間 の 上 限 で あ る 受 信
有 効 期 間 を 前 記 保 持 手 段 に 設 定 す る 設 定 ス テ ッ プ と 、 前 記 受 信 有 効 期 間 が 前 記 保 持 手 段 に
設 定 さ れ た 後 に 、 前 記 送 信 機 が 配 信 す る コ ン テ ン ツ の 配 信 時 間 が 前 記 受 信 有 効 期 間 に 達 し
た 場 合 、 前 記 保 持 手 段 に 登 録 さ れ て い る 識 別 子 を 抹 消 す る 管 理 ス テ ッ プ と を 含 む こ と と し
て も 構 わ な い 。

本 発 明 は 、 配 信 機 に 蓄 積 さ れ て い る コ ン テ ン ツ を 共 有 す る こ と が で き る 受 信 機 に 対 す る
コ ン テ ン ツ の 配 信 を 管 理 す る コ ン テ ン ツ 配 信 管 理 装 置 を 提 供 す る こ と が で き る 。

装 置

受 信 機 が コ ン テ ン ツ を 受 信 す る こ と が で き る 時 間 （ 例 え ば 、
に よ る ） は 、 例 え ば 、

コ ン テ ン ツ の 共 有 を ユ ー ザ が

受 信 機 が コ ン テ ン ツ を 受 信 す る こ と が で き る は 、
で カ ウ ン タ の 値 を

当
該 受 信 機 の 初 期 値 が



【 手 続 補 正 １ ０ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ９ 】
　 実 施 の 形 態 １ で は 、 送 信 機 は 、 許 可 し た 受 信 機 に 対 し 、 所 定 の
受 信 有 効 期 間 、 コ ン テ ン ツ の 信 を 可 能 と す る 。 こ こ で 、 所 定 の 受 信 有 効 期 間 と は 、 予 め
定 め ら れ た 基 準 時 間 で あ る 。 送 信 機 は 、 許 可 し た 受 信 機 ご と に 、

受 信 有 効 期 間 を 計 測 す る た め の カ ウ ン タ ー を
持 つ 。 送 信 機 は 、 受 信 機 か ら 認 証 要 求 に 対 し 、 正 当 な 機 器 で あ る と 判 定 し （ 以 下 、 認
証 と 呼 ぶ ） 、 か つ 、 送 信 機 と 当 該 受 信 機 の 接 続 に 関 し 所 定 の 条 件 を 満 た し て い る か 否
か を 確 認 し （ 以 下 、 接 続 状 態 検 証 と 呼 ぶ ） 、 コ ン テ ン ツ の 共 有 を 許 可 で き る
と 判 定 し た 場 合 に 、 当 該 受 信 機 を 許 可 し た 受 信 機 と し て 登 録 し 、 当 該 受 信 機 用 に 所
定 の 受 信 有 効 期 間 を 計 測 す る た め の カ ウ ン タ ー を 初 期 化 す る 。 当 該 受 信 機 用 の カ ウ ン タ ー
で 所 定 の 受 信 有 効 期 間 が 経 過 し た こ と が 時 点 で 、 当 該 受 信 機 の 登 録 は 送 信 機
よ り 抹 消 さ れ る 。
【 手 続 補 正 １ １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 送 信 機 か ら コ ン テ ン ツ は 暗 号 化 さ れ て 配 信 さ れ る が 、 送 信 機 は 、 受 信 機 か ら の
認 証 要 求 に 対 し 、 当 該 受 信 機 が 登 録 さ れ て い な け れ ば 、 認 証 と 接 続 状 態 検 証 の 両 方 を 行 い
、 登 録 を 行 っ た 上 で 、 暗 号 化 さ れ た コ ン テ ン ツ を 復 号 す る の に 必 要 な 情 報 を 当 該 受 信 機 に
渡 す 。 一 方 、 当 該 機 器 が 登 録 、 送 信 機 は 、 当 該 受 信 機 に 対 し 認 証 の
み を 行 っ て 、 暗 号 化 さ れ た コ ン テ ン ツ を 復 号 す る の に 必 要 な 情 報 を 渡 す 。
【 手 続 補 正 １ ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ １ 】
　 各 受 信 機 用 の 計 測 カ ウ ン タ ー は 、 送 信 機 が コ ン テ ン ツ を 配 信 し て い る 期 間 、

さ れ る 登 録 さ れ た 受 信 機 の い ず れ か に 配 信 さ れ て い れ ば 、
に デ ク リ メ ン ト さ れ る 。

【 手 続 補 正 １ ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 上 記 の 機 能 を 実 現 す る 送 信 機 に つ い て 、 以 下 に 詳 細 に 説 明 す る 。
【 手 続 補 正 １ ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ４ 】
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２ ０ コ ン テ ン ツ の 共 有 を
受

２ ０ コ ン テ ン ツ の 共 有 を
受 信 機 が コ ン テ ン ツ を 受 信 す る こ と が で き る

２ ０
２ ０

当 該 受 信 機 が
内 部 に

示 さ れ た ２ ０

２ ０ ２ ０

既 に さ れ て い れ ば ２ ０

２ ０ デ ク リ
メ ン ト 。 す な わ ち 、 全 て の 受 信
機 用 の カ ウ ン タ ー は 、 一 様

２ ０



　 図 ２ は 、 実 施 の 形 態 １ に 係 る 送 信 機 の 構 成 を 示 す 図 で あ る 。
【 手 続 補 正 １ ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 送 信 機 は 、 機 器 認 証 部 ２ ０ １ 、 接 続 状 態 検 証 部 ２ ０ ２ 、 登 録 情 報 ・ カ ウ ン タ ー 保 持
部 ２ ０ ３ 、 登 録 判 定 部 ２ ０ ４ 、 登 録 情 報 ・ カ ウ ン タ ー 変 更 部 ２ ０ ５ 、 交 換 鍵 送 信 部 ２ ０ ６
、 コ ン テ ン ツ 配 信 受 付 部 ２ ０ ７ 、 コ ン テ ン ツ 蓄 積 部 ２ ０ ８ 、 コ ン テ ン ツ 暗 号 化 部 ２ ０ ９ 、
コ ン テ ン ツ 配 信 部 ２ １ ０ 、 コ ン テ ン ツ 配 信 計 測 部 ２ １ １ を 備 え る 。
【 手 続 補 正 １ ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 機 器 認 証 部 ２ ０ １ は 、 受 信 機 か ら の 認 証 要 求 を 受 け 付 け 、 当 該 受 信 機 が 、 正 当 な 機 器 で
あ る か ど う か を 認 証 に よ り 確 認 す る 。 こ こ で 、 認 証 と し て は 、 例 え ば 、 送 信 機 と 受 信
機 が そ れ ぞ れ 公 開 鍵 暗 号 の 鍵 ペ ア （ 公 開 鍵 、 秘 密 鍵 ） と 証 明 書 を 保 持 し 、 相 互 間 で 公 開 鍵
と 秘 密 鍵 を 用 い た チ ャ ン レ ン ジ レ ス ポ ン ス 型 の 認 証 を 行 う 方 法 を 用 い る 。
【 手 続 補 正 １ ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 接 続 状 態 検 証 部 ２ ０ ２ は 、 受 信 機 の 接 続 状 態 が 所 定 の
条 件 を 満 た す か ど う か の 検 証 を 行 う 。 こ こ で そ の 方 法 と し て 、 送 信 機 ２ ０
が 対 象 機 器 に エ コ ー 要 求 デ ー タ を 送 信 し て 、 こ の エ コ ー 要 求 デ ー タ に 対 応 す る エ コ ー 応 答
デ ー タ を 対 象 機 器 か ら 受 信 す る ま で に 要 す る 往 復 時 間 を 測 定 し 、 当 該 往 復 時 間 が 予 め 定 め
ら れ た 基 準 時 間 以 下 で あ れ ば 、 対 象 機 器 が 家 庭 内 の 機 器 で あ る と 判 定 す
る 用 い 。 以 下 、 こ の 検 証 を Ｒ Ｔ Ｔ （ Ｒ ｏ ｕ ｎ ｄ 　 Ｔ ｒ ｉ ｐ 　 Ｔ ｉ
ｍ ｅ ） 検 証 と 呼 ぶ 。 前 述 の 接 続 状 態 検 証 と Ｒ Ｔ Ｔ 検 証 と は 、 は 同 義 で あ る
【 手 続 補 正 １ ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ３ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 登 録 情 報 ・ カ ウ ン タ ー 変 更 部 ２ ０ ５ は 、 登 録 情 報 ・ カ ウ ン タ ー 保 持 部 の 情 報 を 変
更 す る 。 変 更 に は 、 （ Ａ ） 新 規 登 録 ／ カ ウ ン タ ー の 初 期 化 、 （ Ｂ ） 実 施 し た コ ン テ ン ツ 配
信 の 計 測 結 果 の カ ウ ン タ ー へ の 反 映 、 （ Ｃ ） 登 録 （ ／ カ ウ ン タ ー ） の 削 除 が あ る 。 （ Ａ ）
で は 、 登 録 す べ き 受 信 機 の 識 別 コ ー ド を 格 納 し 当 該 受 信 機 用 の カ ウ ン タ ー を 初 期 化 す る 。
こ こ で 、 初 期 化 と は 、 カ ウ ン タ ー を 予 め 設 定 さ れ て い る 基 準 値 に 設 定 す る こ と で あ る 。 こ
こ で 、 基 準 値 は 時 間 で あ り 、 受 信 有 効 期 間 が ４ ０ 時 間 で あ る 場 合 、 例 え ば 、 カ ウ ン タ ー の
初 期 値 を ４ ０ と し 、 変 更 の 単 位 を １ 時 間 と す る 。 （ Ｂ ） で は 、 コ ン テ ン ツ 配 信 計 測 部 ２ １
０ で 計 測 さ れ た コ ン テ ン ツ 配 信 の 時 間 が １ 時 間 増 加 す る た び に 、 保 持 し て い る 全 て の 登 録
受 信 機 の カ ウ ン タ ー 値 か ら １ を デ ク リ メ ン ト す る 。 こ こ で 、 値 が ０ と な る カ ウ ン タ ー が あ
れ ば 、 当 該 受 信 機 の 登 録 を 削 除 （ す な わ ち 、 当 該 受 信 機 の 識 別 コ ー ド と カ ウ ン タ ー を 削 除
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２ ０

２ ０

２ ０

認 証 要 求 を 行 っ た （ 要 求 受 信 機 ）
、 検 証 、 例 え ば

ネ ッ ト ワ ー ク １ 内
方 法 が ら れ る 方 法 に よ る

実 施 の 形 態

２ ０ ３



） す る （ Ｃ ） 。
【 手 続 補 正 １ ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ３ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ３ １ 】
　 交 換 鍵 送 信 部 ２ ０ ６ は 、 登 録 さ れ た 状 態 の 受 信 機 に 対 し 、 暗 号 化 さ れ た コ ン テ ン ツ を 復
号 す る の に 必 要 な 情 報 を 送 信 す る 。 こ こ で 、 例 え ば 、 必 要 な 情 報 と は 交 換 鍵 で あ り 、 こ れ
は 、 コ ン テ ン ツ の 復 号 に 使 用 す る コ ン テ ン ツ ・ キ ー を 作 成 す る の に 必 要 と な る 。 こ の 交 換
鍵 は 、 機 器 認 証 部 ２ ０ １ で 、 送 信 機 と 当 該 受 信 機 の 間 で 共 有 さ れ た 認 証 鍵 を 用 い て 送
信 さ れ る 。 送 信 機 は 、 所 定 の ル ー ル に 従 っ た タ イ ミ ン グ に て 交 換 鍵 の 変 更 を 実 施 す る
が 、 変 更 の タ イ ミ ン グ の ル ー ル に つ い て は 本 発 明 の 主 眼 で は な い た め 、 省 略 す る 。 こ こ で
は 、 最 新 の 交 換 鍵 、 即 ち 、 現 在 コ ン テ ン ツ を 配 信 中 で あ れ ば そ の コ ン テ ン ツ の 復 号 に 利 用
で き る 交 換 鍵 を 送 信 す る こ と と な る 。
【 手 続 補 正 ２ ０ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ３ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 図 ３ は 、 実 施 の 形 態 １ に 係 る 送 信 機 の 動 作 を 示 す 図 で あ る 。
【 手 続 補 正 ２ １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ４ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ４ １ 】
　 ス テ ッ プ Ｓ ２ ３ ： 接 続 状 態 検 証 部 ２ ０ ２ に て 実 行 さ れ 、

受 信 機 接 続 状 態 所 定 の 条 件 を 満 た す か ど う か 判 定 す る た め
に 、 Ｒ Ｔ Ｔ 検 証 を 行 う 。 Ｒ Ｔ Ｔ 検 証 に つ い て は 、 上 述 し た と お り で あ る 。 所 定 の 条 件 を 満
た す こ と が 確 認 で き た ら 、 ス テ ッ プ Ｓ ２ ４ に 進 み 、 コ ン テ ン ツ 共 有 を 許 可
す る 受 信 機 と し て 登 録 を 行 う 。 そ う で な け れ ば 、 処
理 を 終 了 す る 。
【 手 続 補 正 ２ ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ５ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 図 ４ は 、 実 施 の 形 態 １ に 係 る 送 信 機 が 保 持 し て い る 受 信 有 効 期 間 を 計 測 す る カ ウ ン
タ ー 値 の 変 化 の 一 例 を 示 す 図 で あ る 。
【 手 続 補 正 ２ ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ６ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ６ ０ 】
　 し た が っ て 、 送 信 機 は 、 個 々 の 受 信 機 へ の 配 信 状 況 を 個 別 に 意 識 す る こ と な く 一 括
で コ ン テ ン ツ 配 信 状 況 を 管 理 す れ ば よ い た め 管 理 が 容 易 で あ り 、 同 時 に 、 確 実 に 、 無 制 限
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２ ０

機 器 認 証 部 ２ ０ １ に よ っ て 正 当
な 機 器 で あ る と 認 証 さ れ た の が

当 該 受 信 機 を 、
登 録 情 報 ・ カ ウ ン タ ー 保 持 部 ２ ０ ３ に

２ ０

２ ０



な コ ン テ ン ツ の 共 有 を 防 止 す る 。 ま た 、 登 録 状 態 に あ る 受 信 機 に 対 し て は 、 時 間 を 要 す る
接 続 状 態 に 関 す る 判 定 処 理 を 免 除 す る こ と に よ り 、 コ ン テ ン ツ の セ キ ュ リ テ ィ 保 護 と 受 信
機 に 対 す る 許 可 判 定 処 理 の 負 荷 の 軽 減 を 両 立 さ せ る 。 ま た 、 受 信 有 効 時 間 を 計 測 す る カ ウ
ン タ ー は 、 送 信 機 が 各 受 信 機 を 登 録 し た 時 点 で 個 別 に 所 定 値 に 初 期 化 さ れ る の で 、 例
え ば 、 受 信 機 が 登 録 さ れ る 前 の 配 信 状 況 に 影 響 を 受 け る な ど し て 動 的 に 短 く 設 定 さ れ る こ
と が な く 、 送 信 機 か ら 許 可 を も ら う 処 理 頻 度 が 軽 減 さ れ る 。 ま た 、 受 信 有 効 時 間 を 計
測 す る カ ウ ン タ ー は 、 送 信 機 が コ ン テ ン ツ を 配 信 し た 時 間 の み を 対 象 と し 計 測 さ れ る
の で 、 受 信 機 が 許 可 さ れ た 後 、 途 中 で 視 聴 中 断 を や む な く さ れ た 場 合 （ 不 意 の 来 客 な ど ）
の ブ ラ ン ク 時 間 も 消 費 さ れ ず 、 再 度 送 信 機 か ら 許 可 を も ら う 処 理 頻 度 が 軽 減 さ れ る 。
【 手 続 補 正 ２ ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ６ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 実 施 の 形 態 ２ で は 、 送 信 機 は 、 許 可 し た 受 信 機 に 対 し 、

期 間 を 計 測 す る に あ た り 、 た だ ひ と つ の カ ウ ン タ ー の み で 全 登 録 受 信 機 の コ ン テ ン
ツ 配 信 状 況 の 管 理 を 行 う 。 送 信 機 は 、 受 信 機 か ら の 認 証 要 求 に 対 し 、 認 証 と Ｒ Ｔ Ｔ 検
証 を 行 い 、 コ ン テ ン ツ の 共 有 を 許 可 で き る と 判 定 し た 場 合 に 、 当 該 受 信 機 を 許 可 し た 受 信
機 と し て 登 録 す る 。 受 信 機 を ひ と つ 登 録 し た 時 点 で 、 所 定 の 受 信 有 効 期 間
を 計 測 す る た め の 全

登 録 受 信 機 に 対 す る 共
通 カ ウ ン タ ー を 初 期 化 す る 。 所 定 の 受 信 有 効 期 間 が 経 過 し た こ と を 計 測 さ れ た 時 点 で 、 全
登 録 受 信 機 の 登 録 は 送 信 機 よ り 抹 消 さ れ る 。 カ ウ ン タ ー は 、 送 信 機 が コ ン テ ン ツ
を 配 信 し て い る 期 間 さ れ る 、 登 録 さ れ た 受 信 機 の
い ず れ か に 配 信 さ れ て い れ ば デ ク リ メ ン ト さ れ る 。
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２ ０

２ ０ 受 信 機 が コ ン テ ン ツ を 受 信
で き る

２ ０

送 信 機 ２ ０ は 、
部 の 受 信 機 が コ ン テ ン ツ を 受 信 す る こ と が で き る 期 間 の 上 限 （ 受 信 有

効 期 間 ） を 共 通 カ ウ ン タ ー に 設 定 す る 。 つ ま り 、 送 信 機 ２ ０ は 、 全

２ ０ ２ ０
デ ク リ メ ン ト 。 す な わ ち 、 カ ウ ン タ ー は

コ ン テ ン ツ が 、
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